
1 

 

富竹の里ショートステイホーム 重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（事業所番号：長野市指定 2070100736） 

 

当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※ サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象とな

ります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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1．事業者 

（1）法人名     社会福祉法人 光仁会富竹の里 

（2）法人所在地   長野県長野市大字富竹 1621 番地 

（3）電話番号    026-296-7383 

（4）代表者名    理事長 久田祐司 

（5）設立年月日   昭和 62 年 4 月 1 日 

 

2．事業所の概要 

（1）事業所名   

富竹の里ショートステイホーム 

平成 12 年 1 月 21 日指定 長野県指定 2070100736 号 

 平成 20 年 4 月 1 日指定更新 長野県指定 2070100736 号 

 平成 26 年 4 月 1 日指定更新 長野市指定 2070100736 号 

※当事業所は特別養護老人ホーム富竹の里に併設されています。 

（2）事業目的 

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図ることを目的とします。 

（3）事業の運営方針 

利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、

又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅におい
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て日常生活を営むのに支障があるものを対象に、サービスを提供します。 

居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携により、サービスの提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サ

ービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めます。 

（4）事業所所在地       長野県長野市大字富竹 1621番地 

（5）電話番号           026-296-7383 

（6）管理者（施設長）    嶋田直人 

（7）営業日及び営業時間   年中無休 24時間 

（8）利用定員              16人 

（9）通常の事業実施地域   古里、長沼、柳原、朝陽、大豆島、古牧、三輪、吉田、若槻、

第 2･3地区 

（10）居室等の概要 

当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。個室など他の種類の居室の利用を

ご希望される場合は、その旨お申し出下さい。また、居室の変更について、ご契約者から

居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定し

ます。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には､

ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。 

居室・設備の種類 室数 備考 

準個室 2室  

2人部屋 1室  

4人部屋 3室  

合計 6室  

食堂 １室  

機能訓練室 １室  

浴室 １室 一般浴槽・座位式浴槽・臥床式（寝位）浴槽 

医務室 １室  

静養室 １室  

※上記は厚生省が定める基準により、当施設に必置が義務づけられている施設・設備です。 

 

3．職員の配置状況 

  当事業所では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

職 種 員 数 

管理者 1 名 

医師 2 名 

介護支援専門員 4 名 

管理栄養士 1 名 

生活相談員 2 名 

機能訓練指導員 1 名 
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看護職員 6 名 

介護職員 26 名 

事務職員 3 名 

※職員の配置については、併設する事業所との兼務もしておりますが、指定基準を遵守していま

す。 

 

4．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

（1）利用料金が介護保険から給付される場合 

（2）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

（1）利用料金が介護保険から給付される場合 

以下のサービスについては、通常９割または８割が介護保険から給付されます。  

＜サービスの概要＞ 

○食事 

管理栄養士を配置し、その者の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状

況及び嗜好を考慮し、適切な方法並びに時間により、食事に関する援助を行います。 

ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 

食事時間⇒朝食 8：00 、昼食 12：00、おやつ 14：00～、夕食 18：00 

○入浴 

入浴又は清拭を週 2 回行います。寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することがで

きます。原則として、月曜日と木曜日の午前は一般浴、午後は女性座位浴です。火曜日

と金曜日の午後は男性座位浴と男女臥床式（寝位）浴です。なお、当該提供日について

は入居者及び他のショートステイ利用者の心身の状況等により変わる場合があります。 

○排泄 

排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

○機能訓練 

ご契約者の心身等の状況に応じて、必要に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回

復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

○口腔衛生 

毎食後、口腔衛生を行います。 

○更衣 

入浴時、適切に衣類交換を行います。また、入浴時以外でも必要に応じ随時交換を行

います。また、ご契約者やご家族の希望、又は心身の状況に応じて、就寝前パジャマに

着替えます。 

衣類の洗濯は当施設にて行います。 

○その他自立への支援 

寝たきり防止の為、ご契約者の心身等の状況に応じて出来る限り離床に配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

○緊急時への対応 

  夜間における看護師との連絡体制を確保し、ご契約者の緊急時対応を行います。 
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＜サービス利用料金（１日あたり）＞ 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた金額（自己負担額）をお支払い下

さい。1単位は、10.17円となり、端数処理のため、利用日数等により金額が変動する場合

があります。 

（１割負担） 

 
サービス費（A） 

費用総額（B） 

（A）×10.17 

保険給付額（C） 

（B）×90％ 

自己負担額 

（B）－（C） 

要介護 1 599単位 6,091円 5,481円 610円 

要介護 2 666単位 6,773円 6,095円 678円 

要介護 3 734単位 7,464円 6,717円 747円 

要介護 4 801単位 8,146円 7,331円 815円 

要介護 5 866単位 8,807円 7,926円 881円 

（２割負担） 

 
サービス費（A） 

費用総額（B） 

（A）×10.17 

保険給付額（C） 

（B）×80％ 

自己負担額 

（B）－（C） 

要介護 1 599単位 6,091円 4,872円 1,219円 

要介護 2 666単位 6,773円 5,418円 1,355円 

要介護 3 734単位 7,464円 5,971円 1,493円 

要介護 4 801単位 8,146円 6,516円 1,630円 

要介護 5 866単位 8,807円 7,045円 1,762円 

 

＜加算＞ 

上記のサービス利用料金以外に下記の加算があります。対象となる場合は、加算を算定さ

せて頂きますので、お支払下さい。1単位は、10.17円となり、端数処理のため、利用日数等

により金額が変動する場合があります。 

○送迎加算 184単位/1回 

  送迎サービスを実施すると加算されます。 

○サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）イ 18単位/日：介護職員のうち介護福祉士の数が 60％以上の場合に加算されます。 

（Ⅰ）ロ 12単位/日：介護職員のうち介護福祉士の数が 50％以上の場合に加算されます。 

（Ⅱ）6単位/日：看護・介護職員のうち常勤職員が 75％以上の場合に加算されます。 

（Ⅲ）6単位/日：直接処遇職員のうち勤務年数 3年以上の職員が 30％以上の場合に加算されま

す。 

※（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）、（Ⅲ）のいずれかの算定となります。 

○療養食加算 23単位/日 

医師の指示による食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する療養食を

提供した場合に加算されます。療養食は、糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・

貧血食・膵臓病食・脂質異常症食・痛風食及び特別な場合の検査食となります。 

 ○機能訓練加算 12単位/日 

専従の機能訓練指導員を配置している場合に加算されます。 
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○個別機能訓練加算 56単位/日 

   自宅を訪問して個別機能訓練を作成した上で、専従配置された機能訓練指導員が、Ａ

ＤＬ・ＩＡＤＬの維持・向上を目的とした機能訓練を実施した場合に算定されます。 

 ○夜勤職員配置加算 13単位/日 

一定以上の夜勤職員を配置している場合に加算されます。 

 ○若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 

若年性認知症利用者が利用された場合に加算されます。 

○看護体制加算Ⅰ 4単位/日 

常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算されます。 

○看護体制加算Ⅱ 8単位/日 

看護職員を基準以上配置しており、協力病院との 24時間連携体制を確保している場合

に加算されます。 

○夜間職員配置加算 13単位/日 

夜勤帯 18：00～9：00 に、介護職員または看護職員を基準以上に配置している場合に

加算されます。 

 ○認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日 

在宅の生活が困難であり、緊急に短期入所を利用することが適当であると医師が認め

た場合、利用を開始した日から起算して 7 日を限度として加算されます。 

○在宅中重度者受入加算 

利用中に訪問看護事業所によって健康管理を行った場合に加算されます。（1）、（2）、（3）、

（4）のいずれかを加算します。 

（1）看護体制加算（Ⅰ）を算定している場合 421単位/日 

（2）看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合 417単位/日 

（3）看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいずれも算定している場合 413単位/日 

（4）看護体制加算を算定していない場合 425単位/日 

○緊急短期入所受入加算 90単位/日 

  居宅サービス計画に位置づけられていない緊急の利用者を受け入れた場合に、利用を

開始した日から起算して 7 日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得

ない事情がある場合は、14日）を限度として加算されます。 

○医療連携強化加算 58単位/日 

急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治の医師と連絡が取

れない等の場合における対応に係る取決めを事前に行うなどの要件を満たし、実際に重度な

利用者を受け入れた場合に算定されます。 

（重度な利用者要件） 

・喀痰吸引を実施している状態 

・呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

・中心静脈注射を実施している状態 

・人工腎臓を実施している状態 

・重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

・人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 
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・褥瘡に対する治療を実施している状態 

・気管切開が行われている状態 

○介護職員処遇改善加算 

  介護職員への賃金の改善等を実施している場合に加算されます。（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）、

（Ⅴ）のいずれかを加算します。 

（Ⅰ）一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×８３/１０００ 

（Ⅱ）一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×６０/１０００ 

（Ⅲ）一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×３３/１０００ 

（Ⅳ）一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×３３/１０００×９０/１００ 

（Ⅴ）一月の総単位数（（サービス費+加算）×利用日数）×３３/１０００×８０/１００ 

 

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還

払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要となる

事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※ 短期入所の利用限度日数を超える場合もサービス利用料金の全額をお支払頂きます。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負

担額を変更します。 

 

（2）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

○滞在費、食費に係る費用 

滞在費、食費に係る費用については、基本的に全額が自己負担となりますが、負担限

度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担限度額が自己負担額とな

り、差額分は補足給付として介護保険から給付されます。 

【滞在費・食費】                              （日額） 

利用者負担段階 負担限度額 

区分 対象者 居住費 食費 

第１段階 

・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非

課税の方 

・生活保護受給されている方 

０円 ３００円 

第２段階 

・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合およ

び内縁関係にある場合も含む)が住民税非課税

で、本人の課税対象年金収入額＋合計所得金額＋

非課税年金収入が８０万円以下の方 

・本人の預貯金等が１，０００万円以下(配偶者が

いる場合は夫婦合わせて２，０００万円以下） 

３７０円 ３００円 

第３段階 
・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合およ

び内縁関係にある場合も含む)が住民税非課税
３７０円 ６５０円 
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で、本人の課税対象年金収入額＋合計所得金額＋

非課税年金収入が８０万円を超える方  

・本人の預貯金等が１，０００万円以下(配偶者が

いる場合は夫婦合わせて２，０００万円以下） 

第４段階 

・住民税課税世帯の方 

・配偶者（世帯分離）が市区町村民税を課税されて

いる方 

・預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える方 

①配偶者がいる方：合計２，０００ 万円 

 ②配偶者がいない方：１，０００ 万円 

８４０円 １，３８０円 

 

※第 4段階の方は、朝食 300円、昼食（おやつ含む）640円、夕食 440円となります。 

○行事食 

   年間行事（敬老会など）にて提供される食事 100円～500円 

○理髪・美容 

   月 2回（第 1月曜日・第 3日曜日）、理美容師の出張によるサービスをご利用頂けます。

利用料金は１回あたり 1,500円です。 

○レクリエーション・クラブﾞ活動  

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。

利用料金は材料代等の実費を頂きます。 

○通常の事業実施地域外の送迎代 

通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、通常の送迎代の他に距離に応じた金額

（5キロ以上 10キロ未満は片道 300円、10キロ以上は片道 500円）をご負担頂きます。 

○日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担頂くこと

が適当であるものにかかる費用を負担頂きます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、事前にご説明します。 

 

（3）利用料金のお支払い方法 

前記（1）、（2）の料金・費用は、1 ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、原則として

毎月 20日に下記の方法でお支払い頂きます。その他の方法でのお支払を希望される方はご

契約者やご家族と協議の上決定するものとします。 

○ 金融機関口座（八十二銀行、ながの農協）からの自動引き落とし（諸費用は利用者負

担となります。） 

 

（4）利用の中止、変更、追加 

利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止

又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサー
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ビスの実施日前日までに事業者に申し出て下さい。サービス利用の変更・追加の申し出に

対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場

合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。ご契約者がサービスを利用して

いる期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに

係る利用料金はお支払頂きます。 

入所日等の自宅又は施設での健康チェックの結果、体調等が悪かった場合、又はご利用

期間中に体調不良等が起こった場合はご利用を中止させて頂く場合があります。 

 

（5）記録の開示について 

  ご契約者又はそのご家族より、介護並びに看護の記録等についての開示の求めがあった

場合は速やかに開示致します。 

 

5．苦情の受付について 

（1）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口担当者   生活相談員 北村祐佳里 

 ○受付時間        毎週月曜日～金曜日 8：30～17：30 

また、苦情受付ボックスを事務所横に設置しています。 

（2）行政機関その他苦情受付機関 

長野市介護保険担当課 電話番号 ０２６－２２４－７８９１ 

国民健康保険団体連合会 電話番号 ０２６－２３８－１５８０ 

長野県福祉サービス運営適正化委員会 電話番号 ０１２０－２８－７１０９ 

 

 

平成   年   月   日 

 

富竹の里ショートステイホームの利用開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

説明者職名   生活相談員                  印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、富竹の里ショートステイホー

ムの利用開始に同意しました。 

 

契 約 者  住  所 

                    氏  名                  印 

 

             契約代理人  住  所 

                    氏  名                  印 


